
２ 更新の免許申請

　　更新免許申請のフローチャート
　※　免許の有効期間満了の日の９０日前から３０日前までの間に更新の免許申請手続きを

　　することが必要です。

　※　届出事項に変更がある場合は、変更が生じた日から３０日以内に変更届を提出しな

　　ければなりません。

　※　申請内容は申請時点において、確定していることが必要です。

更新の前に変更事項があるかないか

変更事項がない場合 変更事項がある場合

① 申請書作成（申請者） “変更届出書”の作成

※書き方および申請書類等につい ※届出書類等については

ては１３ページ以降参照   ４８ページ以降参照

②免 許 申 請（申請者） 不備書類の補正完了

※不備内容により受理で

　きない場合があります。

③審 査（大阪府） 免 許 申 請（申請者）

※欠格要件等の審査等

④免 許（大阪府）

※普通ハガキで申請者の事務所本店あてに通知します。

⑤免 許 証 交 付（大阪府）

※免許更新通知ハガキ等を持参のうえ、宅建業受付窓口へお越しください。
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上記変更届出書は、府へ事前に届

出るか、又は更新申請書を提出す

る際に一緒に届出てください。

審査にかかる標準審査期間は、書類受付後、５週間です。

（ただし、5月3,4,5日及び12月29日～1月3日を除く。）

※申請書の訂正等に要した日数は、審査期間に含まれません。

※審査において補正事項が見つかりますと、補正が完了するまでは免許されません。

※審査の結果、更新拒否される場合があります。


